
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 個 人 情 報 の保 護 に関 する法 律 施 行 細 則 を公 布 する。 

  令 和 ５ 年 ３ 月 31日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団    

企 業 長  永 藤  英 機    

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 規 則 第 １ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 細 則  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水

道 企 業 団 規 則 第 ５ 号 ） の 全 部 を 改 正 す る 。  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 15年 政

令 第 507号 。以 下「 令 」と い う 。）、個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行

規 則 （ 平 成 28年 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 第 ３ 号 。 以 下 「 施 行 規 則 」 と

い う 。 ） 及 び 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条

例（ 令 和 ５ 年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第 ３ 号 。以 下「 条 例 」と い う 。）

に 定 め る も の の ほ か 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 15年 法 律 第

57号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と

す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 規 則 の 用 語 の 意 義 は 、 法 、 令 、 施 行 規 則 及 び 条 例 の 定 め る

と こ ろ に よ る 。  

（ 個 人 情 報 取 扱 事 務 登 録 簿 ）  

第 ３ 条  条 例 第 ３ 条 第 １ 項 第 ７ 号 の 実 施 機 関 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次

に 掲 げ る 事 項 と す る 。  

(１ ) 個 人 情 報 取 扱 事 務 の 登 録 年 月 日 （ 登 録 し た 事 項 を 変 更 す る 場 合

に あ っ て は 、 変 更 年 月 日 ）  

(２ ) 個 人 情 報 取 扱 事 務 の 根 拠 法 令 等  

(３ ) 個 人 情 報 の 目 的 外 の 利 用 又 は 提 供 の 有 無  

(４ ) 他 法 令 等 に よ る 開 示 、 訂 正 及 び 利 用 停 止 の 制 度 の 有 無  

(５ ) 個 人 情 報 の 取 扱 い の 委 託 の 有 無  

（ 保 有 個 人 情 報 開 示 請 求 書 ）  

第 ４ 条  法 第 77条 第 １ 項 に 規 定 す る 開 示 請 求 書 は 、 保 有 個 人 情 報 開 示 請

求 書 （ 様 式 第 １ 号 ） と す る 。  

（ 開 示 の 実 施 ）  

第 ５ 条  法 第 87条 第 １ 項 の 文 書 又 は 図 画 に 記 録 さ れ て い る 保 有 個 人 情 報

の 開 示 に 係 る 写 し の 交 付 の 方 法 は 、 次 に 掲 げ る も の を 交 付 す る こ と と

す る 。 た だ し 、 企 業 長 が そ の 保 有 す る 処 理 装 置 に よ り 容 易 に 当 該 保 有

個 人 情 報 の 開 示 を 実 施 す る こ と が で き る 場 合 に 限 る 。  

(１ ) 当 該 保 有 個 人 情 報 に 係 る 部 分 を 乾 式 複 写 機 に よ り 日 本 産 業 規 格

Ａ 列 ３ 番 （ 以 下 「 Ａ ３ 判 」 と い う 。 ） 以 下 の 大 き さ の 用 紙 に 単 色 刷

り で 複 写 し た も の 。 た だ し 、 こ れ に よ り 難 い 場 合 に あ っ て は 、 当 該



保 有 個 人 情 報 に 係 る 部 分 を 乾 式 複 写 機 に よ り 企 業 長 が 別 に 定 め る 大

き さ の 規 格 の 用 紙 に 単 色 刷 り で 複 写 し た も の  

(２ ) 当 該 保 有 個 人 情 報 に 係 る 部 分 を 乾 式 複 写 機 に よ り Ａ ３ 判 以 下 の

大 き さ の 用 紙 に 多 色 刷 り で 複 写 し た も の 。 た だ し 、 こ れ に よ り 難 い

場 合 に あ っ て は 、 当 該 保 有 個 人 情 報 に 係 る 部 分 を 乾 式 複 写 機 に よ り

企 業 長 が 別 に 定 め る 大 き さ の 規 格 の 用 紙 に 多 色 刷 り で 複 写 し た も の  

(３ ) 当 該 保 有 個 人 情 報 に 係 る 部 分 を ス キ ャ ナ （ こ れ に 準 ず る 画 像 読

取 装 置 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り 読 み 取 っ て で き た 電 磁 的 記 録 を

光 デ ィ ス ク（ 日 本 産 業 規 格 Ｘ 0606及 び Ｘ 6281に 適 合 す る 直 径 120ミリ

メ ー ト ル の 光 デ ィ ス ク の 再 生 装 置 で 再 生 す る こ と が 可 能 な 記 憶 容 量

700メガバイトのもの又 は日 本 産 業 規 格 Ｘ6235及 びＸ 6241に適 合 する

直 径 120ミリメー トルの光 ディスクの再 生 装 置 で再 生 することが可 能

な 記 憶 容 量 4.7ギ ガ バ イ ト の も の に 限 る 。以 下 同 じ 。）に 複 写 し た も

の  

２  法 第 87条 第 １ 項 の 電 磁 的 記 録 に 記 録 さ れ て い る 保 有 個 人 情 報 の 開 示

に 係 る 方 法 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 電 磁 的 記 録 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号

に 定 め る 方 法 と す る 。 た だ し 、 企 業 長 は 、 当 該 保 有 個 人 情 報 が 記 録 さ

れている電 磁 的 記 録 の保 存 に支 障 が生 ずるおそれがあると認 めるとき、

その他 正 当 な理 由 があるときは、当 該 電 磁 的 記 録 を複 写 した物 により、

こ れ を 行 う こ と が あ る 。  

(１ ) 録 音 テ ー プ 又 は 録 音 デ ィ ス ク  次 に 掲 げ る 方 法  

ア  当 該 録 音 テ ー プ 又 は 録 音 デ ィ ス ク の 当 該 保 有 個 人 情 報 に 係 る 部

分 を 専 用 機 器 に よ り 再 生 し た も の の 聴 取  

イ  当 該 録 音 テ ー プ 又 は 録 音 デ ィ ス ク の 当 該 保 有 個 人 情 報 に 係 る 部

分 を 光 デ ィ ス ク に 複 写 し た も の の 交 付  

(２ ) ビ デ オ テ ー プ 又 は ビ デ オ デ ィ ス ク  次 に 掲 げ る 方 法  

ア  当 該 ビ デ オ テ ー プ 又 は ビ デ オ デ ィ ス ク の 当 該 保 有 個 人 情 報 に 係

る 部 分 を 専 用 機 器 に よ り 再 生 し た も の の 視 聴  

イ  当 該 ビ デ オ テ ー プ 又 は ビ デ オ デ ィ ス ク の 当 該 保 有 個 人 情 報 に 係

る 部 分 を 光 デ ィ ス ク に 複 写 し た も の の 交 付  

(３ ) 電 磁 的 記 録 （ 電 子 計 算 機 （ 他 の 電 子 計 算 機 と 情 報 通 信 網 で 結 合

す る こ と に よ り 一 体 と し て 情 報 の 処 理 を 行 う も の に 限 る 。 ） に 内 蔵

さ れ 、 又 は 常 時 接 続 さ れ て い る 電 磁 的 記 録 媒 体 （ 電 磁 的 記 録 を 記 憶

す る 媒 体 を い う 。 ） に 記 録 さ れ て い る も の に 限 る 。 ）  次 に 掲 げ る

方 法  

ア  当 該 電 磁 的 記 録 の 当 該 保 有 個 人 情 報 に 係 る 部 分 を 用 紙 に 出 力し

た も の の 閲 覧  

イ  当 該 電 磁 的 記 録 の 当 該 保 有 個 人 情 報 に 係 る 部 分 を 用 紙 に 出 力し

た も の の 写 し の 交 付  

ウ  当 該 電 磁 的 記 録 の 当 該 保 有 個 人 情 報 に 係 る 部 分 を 光 デ ィ ス クに



複 写 し た も の の 交 付  

(４ ) 前 ３ 号 に 掲 げ る 電 磁 的 記 録 以 外 の 電 磁 的 記 録  次 に 掲 げ る 方 法

の う ち 、 企 業 長 が 適 当 と 認 め る 方 法  

ア  前 号 ア か ら ウ ま で に 掲 げ る 方 法  

イ  当 該 電 磁 的 記 録 の 当 該 保 有 個 人 情 報 に 係 る 部 分 を 専 用 機 器 によ

り 再 生 し た も の の 閲 覧 又 は 視 聴  

３  令 第 26条 第 １ 項 の 書 面 は 、 保 有 個 人 情 報 の 開 示 の 実 施 方 法 等 申 出 書

（ 様 式 第 ２ 号 ） と す る 。  

４  個 人 情 報 が 記 録 さ れ て い る 行 政 文 書 等 の 閲 覧 、 聴 取 又 は 視 聴 を す る

者 は 、 当 該 行 政 文 書 等 を 丁 寧 に 取 り 扱 う こ と と し 、 こ れ を 改 ざ ん し 、

汚 損 し 、 又 は 破 損 し て は な ら な い 。  

５  企 業 長 は 、 前 項 の 規 定 に 違 反 し 、 又 は 違 反 す る お そ れ が あ る と 認 め

ら れ る 者 に 対 し 、 個 人 情 報 が 記 録 さ れ て い る 行 政 文 書 等 の 閲 覧 を 中 止

さ せ 、 又 は 禁 止 す る こ と が あ る 。  

６  保 有 個 人 情 報 に 係 る 写 し の 交 付 の 部 数 は 、 開 示 請 求 １ 件 に つ き １ 部

と す る 。  

（ 保 有 個 人 情 報 訂 正 請 求 書 ）  

第 ６ 条  条 例 第 ７ 条 第 １ 項 の 書 面 は 、 保 有 個 人 情 報 訂 正 請 求 書 （ 様 式 第

３ 号 ） と す る 。  

（ 保 有 個 人 情 報 利 用 停 止 請 求 書 ）  

第 ７ 条  条 例 第 ９ 条 第 １ 項 の 書 面 は 、 保 有 個 人 情 報 利 用 停 止 請 求 書 （ 様

式 第 ４ 号 ） と す る 。  

（ 保 有 個 人 情 報 取 扱 是 正 申 出 書 ）  

第 ８ 条  条 例 第 11条 第 １ 項 の 書 面 は 、 保 有 個 人 情 報 取 扱 是 正 申 出 書 （ 様

式 第 ５ 号 ） と す る 。  

２  条 例 第 11条 第 １ 項 第 ４ 号 の 実 施 機 関 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲

げ る 事 項 と す る 。  

(１ ) 申 出 年 月 日  

(２ ) 連 絡 先  

（ 費 用 負 担 ）  

第 ９ 条  条 例 第 18条 第 ２ 項 の 写 し の 作 成 に 準 ず る も の と し て 実 施 機 関 の

規 則 で 定 め る も の（ 電 磁 的 記 録 で あ る 行 政 文 書 等 に 係 る も の に 限 る 。）

は 、 第 ５ 条 第 ２ 項 第 １ 号 イ 、 第 ２ 号 イ 並 び に 第 ３ 号 イ 及 び ウ に 掲 げ る

方 法 に よ り 交 付 さ れ る 物 の 作 成 と す る 。  

２  条 例 第 18条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 実 施 機 関 の 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 第 ５ 条

第 ２項 第 １号 イ、第 ２号 イ並 びに第 ３号 イ及 びウに掲 げる方 法 とする。  

３  条 例 第 18条 第 ２ 項 の 写 し（ 第 １ 項 に 規 定 す る 物 を 含 む 。以 下 同 じ 。）

の 作 成 に 要 す る 費 用 の 額 は 、 別 表 の と お り と す る 。  

４  令 第 28条 第 ４ 項 の 地 方 公 共 団 体 の 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 納 付 書 に よ

り 納 付 す る 方 法 と す る 。  



５  第 ３ 項 の 写 し の 作 成 に 要 す る 費 用 及 び 当 該 写 し の 送 付 に 要 す る 費 用

は 、 前 納 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 運 用 状 況 の 公 表 ）  

第 10条  条 例 第 19条 の 規 定 に よ る 運 用 状 況 の 公 表 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の

利 用 そ の 他 の 適 切 な 方 法 に よ り 行 う 。  

  附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 前 の 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 の 様 式 に よ

り 作 成 し た 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し た 上 、 こ の 規 則 の 様 式

に よ り 作 成 し た 用 紙 と し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

別 表 （ 第 ９ 条 関 係 ）  

項  区 分  費 用 の 額  

１  乾 式 複 写 機 に よ る 作 成  単 色 刷 り  １ 枚 に つ き 10円  

多 色 刷 り  １ 枚 に つ き 30円  

２  光 デ ィ ス ク へ の 複 写 に

よ る 作 成  

文 書 等 をスキャナにより読

み 取 っ て で き た 電 磁 的 記

録 の 複 写 の 場 合  

１ 枚 に つ き 40円 に 当 該 文

書 等 １ 枚 ご と に 10円 を 加

え た 額  

そ の 他 の 場 合  １ 枚 に つ き 100円  

備 考  

１  用 紙 の 両 面 に 印 刷 さ れ た 写 し を 作 成 す る 場 合 に つ い て は 、 片 面 を １

枚 と し て 計 算 す る 。  

２  乾 式 複 写 機 に よ る 作 成 に つ い て は 、 原 則 と し て 、 Ａ ３ 判 ま で の 大 き

さ の 用 紙 を 用 い る こ と と し 、 こ れ を 超 え る 大 き さ の 規 格 の 用 紙 を 用 い

た 場 合 に つ い て は 、 Ａ ３ 判 に よ る 用 紙 を 用 い た 場 合 の 枚 数 に 換 算 し て

写 し の 枚 数 を 計 算 す る も の と す る 。  

３  こ の 表 の 中 欄 に 掲 げ る 方 法 以 外 の 方 法 に よ る 写 し の 作 成 に 要 す る 費

用 の 額 は 、 企 業 長 が 別 に 定 め る 。  

  



様 式 第 １ 号 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様 式 第 ２ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様 式 第 ３ 号 （ 第 ６ 条 関 係 ）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様 式 第 ４ 号 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様 式 第 ５ 号 （ 第 ８ 条 関 係 ）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


